
学校法人共立女子学園行動計画 

 

 

＜概要＞ 

建学の精神である「女性の自立と自活」を教職員においても実践するため、全教職員が安心

して業務に取り組むことができ、その能力を最大限に発揮できるよう職場環境の整備に取り組

む。 

 

１ 計画期間 2022年 4月 1日から 2025年 3月 31日まで 

 

２．内容 

【目標１】育児休業・子の看護休暇等が取得しやすい環境を整える。特に男性教職員の育

児休業取得を奨励し、男性教職員の育児休業取得者を対象者の 30％以上とする。 

【目標 2】教職員のワークライフバランス向上のため、仕事と育児等との両立の 支援体制

を充実させる。 

 

以 上 


